
(別紙１) 

広川町公共施設等太陽光発電設備等導入調査委託業務 評価基準 

１．評価項目及び配点等 

評価項目 評価視点 
加重 

倍率 
配点 

実

施

体

制

・

方

針 

事業実績 

過去の同種及び類似業務の実績は十分か。 

環境省の補助事業である、二酸化炭素排出抑制対策事業費等

補助金：地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のため

の計画づくり支援事業（第１号事業の３）の調査・検討業務

の実績があるか。 

１ 

20 

事業実施の方針 

本計画を策定する趣旨を理解し、それに基づく、本業務に対

する取組姿勢、業務実施における着眼点、業務の実施方針、

業務フロー、事業実施体制等が的確に示され、期待できるも

のか。 

３ 

企
画
提
案
事
項 

情報収集及び施設

の判断について 

計画策定の土台となるための基礎情報の項目及び手法は適切

か。 

施設リストから太陽光発電設備等の設置の可能性の判断基準

は適切か。 

優先導入施設の抽出について、適切で有効的な抽出方法か。 

２ 

50 

個別施設詳細調査 
個別施設詳細調査の項目及びその情報収集方法について、充

実かつ有効的なものとなっているか。 
３ 

基本計画（案）の

作成について 

基本計画（案）の作成は、どのような構成か。また、それは

今後、事業を行う上での基礎資料となることが期待できる内

容か。 

太陽光設備導入による経済性、公益性への効果の分析や事業

採算性を評価するための具体的な調査検討方針が示されてい

るか。 

３ 

その他効果的な提

案事項 

業務の遂行に効果的と思われる、自社の強みを活かした独自

提案が示されているか。 
２ 

見
積 

見積の価格及び項

目 

見積額（税込）について相対的に評価する。 

全企画提案者中最低見積額を満点とし、その割合で按

分して評価 

配点 10点×（最低見積額÷提案見積額） 

※小数点以下は切り捨て 
 

１ 10 

評価点の合計（80点） 

 

 

 

 

 



 

２．評価方法 

(1)見積以外の各評価項目について、以下の５段階評価を行う。 

５点：優れている 

４点：やや優れている 

３点：普通 

２点：やや劣る 

１点：劣る 

 

(2) 評価点は、各項目の評価結果に対し、指定された加重倍率を乗じて得られた点数とする。 

 

３．第１位順位の決定方法 

(1) 出席委員の評価点数の合計点が一定点数（40点×出席委員数）以上かつ出席委員の評価点 

数の合計点が最も高い提案者を第１位順位（事業予定者）とする。 

 

(2) 第１順位の合計点が同点の場合は、出席委員の多数決により第１位順位を決定する。それ 

でも決しない場合は委員長が第１位順位を決定する 

 


